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要旨：本稿では、滞日している外国籍住民の多様な生活課題に対応するために、多文
化ソーシャルワークの効果と重要性について論じている。日本でも、今や外国人の流
入によって、多文化共生社会が構築されてきている。このような日本社会の変化を受
けて、国や地方自治体などの行政は外国籍住民が抱える生活問題解決のために、多文
化ソーシャルワーカーの育成を重要視している。いくつかの地方自治体では、ボラン
タリー団体や NPO と協働して、多文化ソーシャルワーカーの養成事業を開始してい
るところもある。
本稿では、アメリカにおける多文化ソーシャルワークの実践事例を紹介するととも
に、改めて社会福祉士養成教育における多文化ソーシャルワークの教育が急務である
ことを強調した。

Abstract : This article describes the effectiveness of a multicultural social work approach

in order to resolve the social problems of foreign residents. The influx of foreign residents

in Japan is creating a multicultural society. Based on this social change, several local gov-

ernments recognize the importance of multicultural social workers who can help resolve the

foreign residents’ social problems. They are implementing multicultural policies with volun-

tary organizations and NPOs, as well as developing the social work training programs that

specialize in multicultural situations.

The multicultural practice approach of the US has been introduced in this article. Conse-

quently, this paper emphasizes that developing multicultural social work training programs

is a critical issue in professional education.
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は じ め に

世界経済のグローバル化、国際化に伴い、日

本に滞在する外国人は年々増加している。外国

人の増加は大都市に限らず、地方でも異なった

言語を話す人びとを見かけることも多くなって

いる。日本に滞在する外国籍住民とともに生活

する機会が増えてきたことにより、異なった文

化や習慣のちがいをもつ人びとが直面する様々

な生活課題が増え、また問題も多様化してきて

いる。外国籍住民の多様化した生活の問題に対

応するために、行政や地域で様々な取り組みが

なされている。そのような取り組みのなかで、

外国籍住民が抱える生活問題の解決やコミュニ

ティーワークといったソーシャルワークのアプ

ローチを実践する多文化ソーシャルワーカー

が、新しい支援の担い手としてその必要性が重

視されてきている。

本稿では、前回（2008）で論じた日本での外

国籍住民の現状や問題について踏まえた上で、

多文化ソーシャルワークの定義について述べる

とともに、多文化ソーシャルワークのアプロー

チの必要性について考えていきたい。また、多

文化ソーシャルワーク実践の一例として、アメ

リカでの実践事例を紹介するとともに、日本で

の外国籍住民に対する政策や多文化ソーシャル

ワーカーの育成に向けた動きについても取り上

げ、考察を深めていくこととする。

多文化ソーシャルワークとは何か

石河（2003）によると、多文化ソーシャルワ

ークとは「多様な文化的背景をもつクライエン

トに対するソーシャルワーク」を意味してい

る。つまり日本人だけでなく、外国籍をもつ日

本以外の多様な文化的背景をもつ人たちを支援

するソーシャルワークを示している。ソーシャ

ルワーカーが日本人の場合、自分がクライエン

トと異なる文化に属していながら援助関係を築

いていくことが必要となる。また、クライエン

トが自分の文化と異なった生活環境で生活する

ことにより起こる心理的、社会的課題にワーカ

ーが対応していくソーシャルワークの実践を多

文化ソーシャルワークと呼んでいる（石河、

2006）。

多文化ソーシャルワーカーとは、多文化ソー

シャルワークを実践する支援者のことを指して

いる。他のソーシャルワーク実践と同じで、ク

ライエントに直接働きかけていくのと同時にク

ライエントが属する周りの環境にも働きかけて

いく実践者である。特に外国籍住民の抱える問

題や課題は、多岐にわたっており、適切な社会

資源やソーシャルネットワークに繋げること

で、問題が軽減されるケースも多い。

石河（2006）は、多文化ソーシャルワーカー

には大きく分けて二つのタイプが考えられると

分析している。一つはワーカー自らがクライエ

ントの文化や言語に属しており、さらに日本の

文化や日本語にも精通しているワーカーであ

る。例えば、日系ブラジル人で日本語も母国語

のブラジル・ポルトガル語も両方堪能で両方の

文化をよく知っており、コミュニティリーダー

としても信頼されている人びとである。もう一

つは、日本人ではあるが、多様な文化的背景を

もつクライエントに対応できるワーカーであ

る。その場合、クライエントの母国語で話がで

きることやその文化に精通していることが大切

であるが、必ずしも母国語ができなくてもクラ

イエントを当事者のコミュニティやソーシャル

ネットワークに繋げることのできる社会資源を

よく理解しており、かつ文化的な配慮を意識し

たソーシャルワーク・アプローチができる人び

ともこれに定義される（石河、2006）。

アメリカにおける

多文化ソーシャルワーク実践の例

日本でも滞日外国人の増加とともに、外国籍

住民が抱える問題がようやく一つの取り組むべ

き課題として認識されてきているが、多民族国

家で多文化社会であるアメリカでは、すでに多

様性（diversity）や多文化的アプローチ（multicul-
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tural approach）といわれる概念についてソーシ

ャルワーク教育のなかで多く取り入れられてい

る。アメリカでは、多文化共生の多様性に日常

生活の課題のなかでぶつかることも多く、多様

性に対して人びとの意識のなかで比較的慎重か

つ繊細に扱われることが多い。そのなかで、筆

者が実践していたアメリカのミシガン州にある

大学機関での留学生とその家族への支援を中心

としたソーシャルワーク実践事例を紹介するこ

ととする。

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ミシガン大学インターナショナルセンターでの

実践事例

筆者が所属していたミシガン大学インターナ

ショナルセンターは、主にミシガン大学に留学

している留学生やその家族などがアメリカの大

学生活やアメリカ文化に適応できるように支援

を行ったり、ビザ（査証）のステイタス（種

類）や医療保険などの確認、またそれらに関す

る情報提供などを行う大学の機関である。筆者

はそこでのスタッフとして勤務し、留学生への

オリエンテーションを行ったり、生活ガイドツ

アー（生活用品などの買い物ツアーなどの引率

や店などの情報冊子の作成を行う）や様々なレ

クリエーション、交流会の企画など留学生の生

活全般にかかわる支援活動を行っていた。その

なかで、アメリカの医療問題のトラブルに巻き

込まれる留学生が多いことから、最終的に医療

に関する実際的な支援を行うワーカーとしてソ

ーシャルワーク実践を行った。そこでは英語の

みならず多言語で相談にのることもあり、多文

化的にセンシティブに対応していく技術や知識

が強く求められた。

筆者が行っていた医療保険コーディネーター

としての主な役割は次の通りである。

ミシガン大学 インターナショナルセンター

医療保険コーディネーターの主な役割

・医療保険に関するオリエンテーションおよ

び保険の登録手続き

・保険会社ならびに病院・診療所との折衝、

仲介

・医療に関する相談、援助

・留学生家族へのアウトリーチ－多言語によ

る医療保険に関するワークショップ

筆者がセンターに所属するまで、ミシガン大

学のインターナショナルセンターでは、ソーシ

ャルワーカーを雇用し、ソーシャルワーク実践

を全面的に打ち出した支援活動を積極的に行っ

ていなかった。筆者は、そこで配属された医療

保険コーディネーターの役割を担っていくなか

で、医療問題を中心とした実際的援助をコンサ

ルテーションしているだけでなく、多くの生活

支援に柔軟に留学生自身、そして留学生を取り

囲む環境に働きかけていくソーシャルワーク実

践の必要性を強く感じることがあった。

ミシガン大学のインターナショナルセンター

では、全ての留学生が大学での勉強が始まるま

でに、まずセンターでのオリエンテーションを

受けることになっていた。留学生たちには、オ

リエンテーションの中で留学生やその家族が感

じる文化的な経過について説明を行い、カルチ

ャーショックに対する経過とその適応について

話し合う機会を設けていた（表 1参照）。

留学生の中には、国家を代表する一員として

国費で留学してきているものもいれば、何とか

貯金して家族ともども移住してきた留学生な

ど、留学してきた背景はさまざまであった。留

学生支援で特徴的だったのは、医療に関するこ

とだけでなく、実際の学校生活にかかわる生活

支援が非常に多かったことである。例えば授業

のこと、学校生活のこと、様々な法制度や経済

的支援などがそうである。そのために、最初は

情報提供やガイダンス的な支援を行うことが多

かった。しかし、その中身を少しずつ突き詰め

ていくと、環境への不適応や、孤立、言葉の問

題、家族関係などからくる抑うつ状態や摂食障

害などメンタルな部分が一因となることも多

く、それにより経済的困難や学校生活への不適

寳田玲子：日本における多文化ソーシャルワーカーの育成の必要性について

─１４７─



応、授業に参加できないといった問題などが顕

在化することがあった。

さらに、アメリカに対して過度の期待と夢を

持って母国から来た留学生にとっては、実際の

生活が思うようなかたちで進まず、そのギャッ

プに悩む学生も少なくなかった。あるいは母国

ではエリートとして高い地位を獲得していた学

生が、米国では思うようなコミュニケーション

をとることができなくなり、それにより自尊感

情が喪失されてしまうケースもあった。

特に留学生に引率して在住している配偶者や

その家族への支援は、大変重要なものとなっ

た。留学生自身については、学校というコミュ

ニティにある程度所属することで、社会との結

びつきやソーシャルネットワークを築くことが

可能である。しかしながらその家族について

は、大概は留学生に同伴して滞在しているもの

であり、本人の意思とは無関係に渡米している

場合もある。したがって、留学生自身が大学で

勉強しているあいだは、独りであるいは家族だ

けで時間を過ごすこともあり、社会的に孤立し

て生活している留学生の家族も多い。

さらに日常生活を送るなかで、言葉やアメリ

カでの生活習慣に適応しなくてはならない問題

を抱え、それがストレスとして様々な障害を生

むことがあった。特に子どもを同伴している場

合は、子どもの教育や医療問題など複雑な課題

を抱えることが多かった。中でも医療問題は深

刻であり、アメリカにおける医療制度と医療保

険制度の複雑さは経済的な問題にも発展するた

め、トラブルに巻き込まれたり、問題となるこ

とが非常に多かった。そこで、筆者は医療保険

コーディネーターとして医療保険にかかわる病

院と保険会社（アメリカの医療保険制度は民間

表 1 留学生やその家族が感じる文化的な経過
※ミシガン大学インターナショナルセンターでは、留学生が入学してきた際のオリエンテーション時にカルチャーショックに
対する経過とその適応について説明を行っている。

時期 本国で 渡米 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4～5ヵ月 6ヶ月

態度
気持ち

期待 陽気
混乱、多忙、我慢でき
ない、幻滅

落胆、いらいら 徐々に回復 平常

主な行事
計画をたてる、
荷物を梱包、送
迎会などの開催

新しい住居、学
校、仲間、風景、
オリエンテーショ
ン、授業の開始

授業の開始、聞きなれ
ない音、匂い、食べ
物、言葉、レポートや
小テスト

言語の勉強の後退、停
止、安心と感じられる
活動を探す、中間試
験、成績発表

授業の様子を受
容できるように
なる、期末試験

普通に授業に
参加できるよ
うになる

行事に対
する感情

興奮、やる気、
未知へのちょっ
とした不安、家
族や友人を故郷
に残すことに対
する憂慮

留学の目的や理念
を感じる、観光客
のような熱心さ

内気、落ち着いて物事
ができない状態、不安
定、なじみのある活動
を探す、やる気の喪
失、アルコール消費の
増加

落胆、混乱、ホームシ
ック、衛生面での憂慮

新しい活動に対
する興味や文化
を甘受する

心の平静が保
たれる

行事に対
する態度
や反応

期待、現時点の
活動への興味の
喪失（そわそわ
する感）

留学先の国に対す
る興味、留学先の
国がもつ否定的な
ステレオタイプを
避けたいと思う気
持ち、クラスに対
して熱心

環境に対してあたりさ
わりのない状態、懐疑
的、フラストレーショ
ン、他人や自分自身の
価値観に対して疑問を
抱く、家族にはより負
荷がかかる

現地との人びととの関
わりを避ける、やる気
の喪失、怪我や盗難に
対する不安や恐怖、留
学先の国に対するステ
レオタイプが気持ちに
沸き起こってくる

より建設的な態
度がとれる、適
応

心の平静が保
たれる

行事に対
する身体
的な反応

疲れ知らず、健
康

胃腸不良、若干の
睡眠不足

風邪、頭痛、多くの病
気に罹患する人あり

体調不良 健康

出所：University of Michigan, Ann Arbor International Center「Orientation Student Packet-Cultural Passage for Students and Fam-
ily“The U Curve”」をもとに筆者が作成
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で行われている）、そして留学生の間を調整

し、時にはクライアントに代わって保険会社や

病院などに働きかける役割を担うことが主な役

割の一つとなった。

子育てしている留学生の家族のなかには、車

の運転ができないことで外出もままならないこ

とがあった。車社会のアメリカで車のない生活

を強いられることは、それだけで大きなストレ

スを生むことがあった。

筆者がセンターに所属していた当時、家の中

で子育てをしながら孤立してしまっている留学

生の家族に対して、ヨガや各国の料理教室とい

ったレクリエーションなどの活動を通じてアウ

トリーチを行い、彼らと話す機会をつくってソ

ーシャルワークを実践しているソーシャルワー

ク博士後期課程（ドクター）の日本人留学生が

いた。日本人留学生の協力のもと、筆者もレク

リエーションに一緒に参加し、そこで相談や生

活に関する情報提供を行っていった。レクリエ

ーションひとつ参加するにしても、英語で開催

されるだけでは敬遠されることがあるので、こ

のようなアウトリーチを行う際には、まず日本

人留学生とともに英語以外の言語や母国語を話

す通訳を募り、その通訳や英語以外の言語も話

せるワーカーを筆者と一緒に連れて行くことを

心がけた。

そして、医療保険制度についての説明会や相

談会を設ける活動を、筆者が所属するインター

ナショナルセンターに働きかけ、開催すること

が可能となった。先ほどの留学生の家族への支

援を行っている日本人留学生と連携して、筆者

は多言語を話すワーカーとともにレクリエーシ

ョンを行っている会場に赴き、通訳やボランテ

ィアなどを活用して、一時保育なども行いなが

らアメリカにおける医療制度と保険制度に対す

る理解を深めてもらったり、相談に応じること

もあった。

このようなアウトリーチによる働きかけがあ

ったことにより、相談会を開催した翌年より医

療保険コーディネーターの役割を担う人材の雇

用体制がインターナショナルセンター内でも整

い、コーディネーターを正規雇用することが決

定された。また留学生支援の一環として、医療

保険に関する相談の強化、説明会の開催を定期

的に行う活動などが継続して行われるようにな

った。

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

日本での多文化共生の推進に向けた取り組み

1．政府の取り組み

日本でも増加する外国籍住民に対応していく

ために、多文化共生に向けた社会の構築を目指

し、外国人政策に具体的に取り組んでいくこと

が検討されてきている。2006年に策定された

総務省の「多文化共生の推進に関する研究会報

告書」では、地域における多文化共生の推進に

向けた提言を行い、各地方自治体において必要

な取り組み活動を具体的に示している（表 2参

照）。

総務省の「多文化共生の推進に関する研究会

報告書」では、第一に地域における情報を多言

表 2 総務省「多文化共生推進プログラムの検討内容」

多文化共生推進プログラムの検討内容

1．コミュニケー
ション支援

漓地域における情報の多言語化

滷日本語および日本社会に関する
学習の支援

2．生活支援

漓居住

滷教育

澆労働環境

潺医療・保健・福祉

潸防災

澁その他

3．多文化共生の
地域づくり

漓地域社会に対する意識啓発

滷外国人住民の自立と社会参画

4．多文化共生施
策の推進体制
の整備

漓地方自治体の体制整備

滷地域における各主体の役割分担
と連携・協働

澆国の役割、企業の役割の明確化

出所：総務省「多文化共生の推進に関する研究会報
告書」2006年
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語化し、的確な情報提供を外国籍住民にも提供

したり、日本語学習、あるいは日本についての

学習支援を行っていく「コミュニケーション支

援」が挙げられている。

第二に、「生活支援」が具体的な取り組み内

容の課題として挙げられている。

「生活支援」の課題の一つ目として、住宅に

関する情報提供や入居差別の解消等に向けた居

住支援が検討すべき内容として含まれている。

「生活支援の」二つ目の課題には、教育支援の

充実であり、具体的には日本語学習支援や入学

時における就学案内や制度の多言語化、外国籍

住民の子どもたちへの進路指導や就職支援、不

就学児への対応などを支援する取り組みが掲げ

られている。「生活支援」の課題の三つ目は、

労働環境であり、外国籍住民に対する就業支援

や労働環境の改善などを目指すことなどが必要

な取り組み内容として掲げられている。「生活

支援」の四つ目の課題は、医療・保健・福祉の

充実である。ここでは医療機関などにおける多

言語による情報提供や医療従事者、福祉関係者

への研修などといった受け入れ側に対する取り

組み内容も盛り込まれている。その一方で、保

育や母子保健、障害者や高齢者への対応などの

外国籍住民に対する直接的なサービス支援が示

されている。「生活支援」の五つ目の課題とし

て、外国籍住民に対する災害時での対応などの

取り組みを行う防災支援である。「生活支援」

の取り組みの最後にあたる「その他」の課題で

は、より専門性の高い相談体制の整備と人材育

成に向けた取り組み内容が盛り込まれている。

その中には、具体的に法律や医療といった各分

野についてより専門性の高い相談業務を行う能

力を有する人材の育成が指摘されており、その

ために「多文化ソーシャルワーカー」を育成し

て、より専門性の高い相談業務を行う相談員と

して活用することが必要であると明文化されて

いる。

第三の具体的な提言内容の一つとして、「多

文化共生の地域づくり」が掲げられているが、

これは前述の内容にもあった「コミュニケーシ

ョン支援」や「生活支援」を円滑に行っていく

ためには地域住民全体が多文化共生社会に対し

て理解を示していくことが極めて重要であるこ

とが掲げられている。そのためにも、地域社会

に対する意識啓発や多文化共生の拠点づくりを

目指すことが、取り組み内容として大切である

と述べられている。また、外国人住民の自立と

社会参画が必要であり、日本人住民側の意識啓

発とともに外国籍住民にも地域の一員としての

自覚をもち、地域に向けて積極的に参画すると

いった相互作用によって、よりよい多文化共生

の地域づくりが図れるとされている。そのため

に、地域におけるキーパーソンやネットワーキ

ングの推進を図る人材の育成、外国籍住民の意

見を地域づくりの施策に反映させるシステムの

導入などが取り組み内容として必要であるとさ

れている。

最後の提言では、「多文化共生施策の推進体

制の整備」が具体的な取り組み内容として述べ

られている。国や地方自治体だけの多文化共生

施策の整備ではなく、今までにも NPO や

NGO、国際交流協会やその他の民間団体など

の多様な支援団体が多文化共生施策に取り組ん

できたことからも、今後ともそのような多様な

支援団体との連携や協働を行いながら、多文化

共生の推進体制を整備していくことが大切であ

るとされている。また多文化共生の推進体制を

築いていくなかで、行政や企業の役割などの明

確化も必要であるとしている。今後の具体的な

取り組み内容として、多文化共生を推進する部

署の設置や人材の配置、指針や計画策定、各主

体の役割分担の明確化と連携や協働のあり方を

整理するとしている。

2．地方自治体の取り組み

上記の政府による取り組みの一方で、地方自

治体でも様々な取り組みや活動を行う動きが出

てきている。本文では、愛知県などの活動事例

を取り上げて、地方自治体での取り組みについ
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て紹介することとする。

愛知県では近年、多文化共生社会に向けた多

文化共生モデル事業を開始し、それに助成金を

あてることを行っている。愛知県は、外国人登

録者数の数が増加し 2007年の時点で大阪府を

抜き、東京都に次いで全国第 2位を占めるよう

になった。これは、愛知県を含む東海地方にお

ける自動車産業や、関連企業で外国籍住民が積

極的に雇用されていることが背景となってい

る。愛知県はその背景を受けて、2003年 3 月

に外国人との共生を施策の中心とした「国際化

推進プラン」を策定した。2004年には、さら

に近隣の三重県や岐阜県、政令指定都市である

名古屋市にも呼びかけを行い、「多文化共生推

進協議会」を立ち上げ、同年の 11月に愛知県

と三重県、岐阜県、名古屋市による「多文化共

生社会づくり推進共同宣言」を策定している。

さらに 2006年総務省の報告書の策定を受け

て、県の地域振興部国際課に「多文化共生推進

室」を設置し、多文化共生社会づくり推進会議

を立ち上げて多文化共生施策の体系化・計画的

推進を求める報告書を発表している。多文化共

生推進プランを検討する検討会議も設けられ、

2008年 3月には同会議で「多文化共生推進プ

ラン」も策定されている。

愛知県が他の自治体に先駆けて実施している

施策が「多文化共生センター」を県の国際交流

協会内に設置したことである。センターには

「多文化ソーシャルワーカー」と呼ばれる多様

な問題や支援を必要とする外国籍住民への相談

援助を行っている。また、多文化ソーシャルワ

ーカーを育成するための養成事業として、県で

予算枠を 500万円程度設けていることである。

「多文化ソーシャルワーク養成事業」のなか

に、「多文化ソーシャルワーカー養成検討委員

会」を設置し、養成講座のカリキュラム検討や

ソーシャルワーカーの活用方策などを検討する

こととしている。さらに毎年「多文化ソーシャ

ルワーカー養成講座」を実施し、講座修了者に

ついては地域への配置や地方自治体や関係団体

への周知等を行っている。

愛知県の多文化共生センターによる多文化ソ

ーシャルワーカー養成講座内容については表 3

の通りだが、大きく分けて基礎講座と演習、ワ

ークショップやフィールドワークなどの枠組み

によって構成されている。（表 3）

基礎講座では、ソーシャルワークについての

基本的な知識や技術、そしてソーシャルワーク

の価値や倫理について学ぶ。演習では、対人援

助技法や面接技法などを行う。さらに外国籍住

民支援に必要である制度や法制の運用やメンタ

ルヘルス、外国籍住民の現状や生活課題などを

講義や事例検討を通じて理解するプログラム内

容が盛り込まれている。

講座時間はおよそ 7日間で 21講座行い、約

42時間程度の講座時間である。修了した多文

化ソーシャルワーカーは登録を行った上で、自

治体や各団体との連携を図りながら外国籍住民

の支援活動にあたっている。

同じく神奈川県でも、県の国際交流協会を中

心としたソーシャルワーカー養成事業を行う計

画を策定している。財団法人かながわ国際交流

財団では、2008年 3月に発表された中期計画

の中で、2008年から 4年間の間に多文化促進

事業を展開し、具体的に多文化ソーシャルワー

カー養成のためのカリキュラム編成や、多文化

ソーシャルワーカーによる外国籍住民への生活

支援を行っていくとしている。

愛知県と並んで製造業が主力産業である静岡

県浜松市でも、多文化共生事業を包括的に実施

し、効果的な事業を展開するという動きから、

国際交流センターを浜松市多文化共生センター

に改組し、市の国際交流協会との連携の強化を

図っていくことを 2008年度（平成 20年度）の

予算概要に盛り込んでいる。そのなかで、外国

籍住民の定住化に即した多様な支援を積極的に

図ることを目標としており、具体的な事業内容

の一部として「多文化ソーシャルワーカー養成

講座」を新規事業として展開している。ここで

は、多文化ソーシャルワーカーが地域での課題
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解決に当たる市民スタッフとして位置づけられ

ている。育成のための研修内容には、地域の実

態の把握や行政サービスの理解のほかに、ソー

シャルワーク概論、カウンセリング、教育、医

療保険制度および外国籍住民に特化した出入国

管理法及び難民認定法といった法律などが含ま

れている。

国や地方自治体が多文化共生に向けた地域づ

くりを具体的に推進していくなかで、外国籍住

民に向けた生活支援を具体的に行う人材として

多文化ソーシャルワーカーの育成ニーズが急速

に高まっている。

3．社会福祉士養成教育における多文化ソーシ

ャルワーカー育成の取り組み

厚生労働省は、国民の福祉や介護へのニーズ

の多様化、高度化の中で、このようなニーズに

的確に応じることのできる人材育成を目指し、

将来的に質の高い人材を安定して提供できるよ

う 2007年（平成 19年）11月に社会福祉士及

び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成

19年法律第 125号）を成立し、12月に公布し

表 3 平成 20年度 愛知県多文化共生センター 多文化ソーシャルワーカー養成講座 時間割

1時限
10：00～12：00

2時限
13：00～15：00

3時限
15：15～17：15

平成 20年
11月 5日（水）

（9：45～ 開講式）
多文化共生の現状
講師：甲村洋子
（愛知県地域振興部多文化共生
推進室主幹）

多文化ソーシャルワーク概論
講師：石河久美子
（日本福祉大学社会福祉学部社会
福祉学科教授）

ソーシャルワークの価値・倫
理
講師：石河久美子

11月 12日（水）

外国人の出入国管理と外国人
登録、法制度
講師：田房義勝
（名古屋入国管理局渉外調整官）

社会保障・情報提供
講師：北村広美
（多文化共生センター・ひょうご
代表）

活動状況共有ワークショップ
講師：平成 19年度多文化ソ
ーシャルワーカー養成講座修
了生

11月 19日（水）

対人援助技法・面接技法 1
講師：鶴田光子
（静岡英和学院大学人間社会学部
地域福祉学科教授）

対人援助技法・面接技法 2
講師：鶴田光子

外国人労働者の現状と課題
講師：井口泰
（関西学院大学経済学部教授）

11月 26日（水）

保健・医療に関する制度と運
用
講師：水谷聖子
（外国人医療センター理事、日本
赤十字豊田看護大学看護学部看
護学科准教授）

ソーシャルワークのプロセス
1
講師：石河久美子

ソーシャルワークのプロセス
2
講師：石河久美子

12月 3日（水）

ドメスティック・バイオレン
スおよび支援
講師：青山美智恵
（愛知県女性相談センター主任専
門員兼主査）

フィールドワーク
（IPAA 外国人入管手続研究会、FMC フィリピン人移住者セ
ンター）

12月 10日（水）

児童虐待及び子育て支援
講師：板倉賛事
（愛知県中央児童・障害者相談セ
ンター課長補佐）

子どもの教育
講師：築樋博子
（豊橋市教育委員会外国人児童生
徒教育相談員）

事例検討 1
講師：石河久美子

築樋博子

12月 17日（水）

外国人のメンタルヘルス
講師：岡田和史
（金城学院大学人間科学部心理学
科教授）

事例検討 2
講師：石河久美子
（財）愛知県国際交流協会多文化
ソーシャルワーカー

15：15～17：00
振り返り
講師：石河久美子
（17：00～ 閉講式）

出所：愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室 HP より 2008年
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た。この法律改正に伴って、社会福祉士養成課

程及び介護福祉士養成課程における教育カリキ

ュラム等が見直されることになり、新しい教育

カリキュラムは 2009年（平成 21年）4月より

実施されることとなった。社会福祉士及び介護

福祉士養成課程における教育内容等の見直しで

ある新しい教育カリキュラムについては、表 4

の通りである。（表 4）

このように、社会福祉士養成課程及び介護福

祉士養成課程における新しい教育カリキュラム

内容は、少子・高齢化社会への対応に即した教

育内容を目指していることが分かる。これは、

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正の背景

が少子・高齢化社会対応へのニーズの高まり

や、介護保険制度の改正などが要因として考え

られる。確かに高齢化対策問題は急務となって

いるが、社会福祉の専門職としての理念そのも

のは全人的な人びとへの支援を行うという点で

ある。社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領で

は、「われわれ社会福祉士は、すべての人が人

間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、

平等であることを深く認識する。われわれは平

和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サ

ービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開

発と提供に努めることによって、社会福祉の推

進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職

であることを言明する。」としている（社団法

人日本社会福祉士会、2005）。つまり、ソーシ

ャルワーカーである社会福祉士は、いかなる対

象の人びとへの働きかけを率先して行うことが

求められる。そのためにも、あらゆる知識や技

術を、時代のニーズに合わせて漸進的に推し進

めていくことが大変重要となってくる。

表 4 社会福祉士養成課程にかかる新たな教育カリキュラム

科 目
大 学 等 一般養成施設 短期養成施設

指定科目 基礎科目 備 考 時 間 時 間

人・社会・生活と福祉
の理解に関する知識と
方法（180 h）

人体の構造と機能及び疾病 ○ ○ 大学等におい
ては3科目のう
ち 1科目選択

30

心理学理論と心理的支援 ○ ○ 30

社会理論と社会システム ○ ○ 30

現代社会と福祉 ○ 60 60

社会調査の基礎 ○ ○ 30

総合的かつ包括的な相談
援助の理念と方法に関す
る知識と技術（180 h）

相談援助の基盤と専門職 ○ ○ 60

相談援助の理論と方法 ○ 120 120

地域福祉の基盤整備と
開発に関する知識と技
術（120 h）

地域福祉の理論と方法 ○ 60 60

福祉行財政と福祉計画 ○ ○ 30

福祉サービスの組織と経営 ○ ○ 30

サービスに対する知識
（300 h）

社会保障 ○ ○ 60

高齢者に対する支援と介護保険制度 ○ ○ 60

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 ○ ○ 30

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 ○ ○ 30

低所得者に対する支援と生活保護制度 ○ ○ 30

保健医療サービス ○ ○ 30

就労支援サービス ○ ○ 大学等におい
ては3科目のう
ち 1科目選択

15

権利擁護と成年後見制度 ○ ○ 30

更生保護制度 ○ ○ 15

実習・演習（420 h）

相談援助演習 ○ 150 150

相談援助実習指導 ○ 90 90

相談援助実習 ○ 180 180

合 計 22科目 16科目 1,200 660

出所：厚生労働省「社会福祉士養成課程における教育内容の見直しについて」2008年
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ま と め

多文化ソーシャルワーカーの育成について、

国・地方自治体などの行政や非営利団体である

NPO や NGO、ボランティア団体などがその重

要性を内外に示しているにもかかわらず、大学

での社会福祉士養成教育のなかで、多文化ソー

シャルワークのアプローチの必要性が依然とし

てあまり認識されていない。多文化ソーシャル

ワーカーを養成できる学際的な知識と技術が集

中している大学教育のなかで、それが実施され

ないのは大きな課題である。以前からも、社会

福祉士がこれからの社会の多様性に迅速かつ適

切に対応していくためにも、社会福祉士養成課

程における学問の一環として、多文化的ソーシ

ャルワークのアプローチの教育の重要性を推進

していくことが大切であると強調してきてい

る。なぜならば、福祉のサービスを受けるサー

ビス利用者は、いまや「日本国民」に限らない

ということが現実にあるからである（寳田、

2008）。

さらに、福祉サービス提供者にもグローバル

化の波が押し寄せている。具体的な例として

は、フィリピンやインドネシアからの介護福祉

士の導入である。介護職従事者の不足が懸念さ

れているなかで始まった制度であり、これに対

して様々な意見はあるが、現実として介護、福

祉の現場に多くの外国籍住民が従事することは

すでに起こってきているのである。それに対し

て受け入れる側として、介護従事者への多文化

的な理解を示していかないと、いずれはそれら

の労働力も失うことになりかねない。そのため

にも、同じ従事者同士での相互理解が図れるよ

うな教育・知識・技術の習得を今から対策とし

て考えていく必要がある。

社会福祉士養成課程の教育内容については、

厚生労働省の管轄下でおこなわれているが、一

方で、総務省などは多文化共生社会の地域づく

りの推進のための多文化ソーシャルワーカーの

人材育成の必要性を強調している。さらに、2007

年の 10月に国会内に設置された「少子高齢化

・共生社会に関する調査会」のなかでも、多文

化の視点を基礎として問題解決を行う多文化ソ

ーシャルワーカーの育成が重要であり、そのた

めにも多文化ソーシャルワーカーの資格化に向

けた就業先の確保と身分の安定化の必要性が議

論された。多文化ソーシャルワーカーの養成に

ついては、国の省庁内での縦割りの施策のあり

方が浮き彫りになっている様子がうかがえる。

このような矛盾を少しでも解決に導いていくた

めにも、国の施策や行政制度のあり方を縦割り

にするのではなく、横断的な政策を行っていく

ことも今後ますます大切である。

日本での多文化共生社会に向けた支援の取り

組みにおいて、外国籍住民への直接的な支援を

行うと同時に、日本の社会全体が様々な働きか

けを行う必要がある。外国籍住民が抱える異文

化での環境の障害から一つひとつ解放されてい

くためには、外国籍住民が自らの「ルーツ」に

誇りがもてるような自尊心の高まりは不可欠で

ある。つまり母国の文化、母国の言葉に誇りを

持ち、それを堂々と日本社会に提示していくエ

ンパワメントが大事である。同時に、その文化

を受け入れる日本社会の土壌も早急に構築して

いかなくてはならない。（寳田、2006）

外国籍住民が抱える問題や課題を、他者に相

談することはなかなか容易なことではない。外

国籍住民の在留資格や生活の安定・不安定など

様々な要因が相談援助につながりにくいことも

ある。また相談の多くが単発的な生活支援で終

わるケースも多く、継続的な援助体制を行うこ

とが難しい現状もある。場合によっては、アウ

トリーチなどといったソーシャルワークを実践

することで実際的な支援を軸とし、そこからク

ライアントの見えない部分での生活問題に少し

ずつ触れていくことが求められる。そして、多

文化ソーシャルワークのアプローチとして大切

なことは、外国籍住民の文化的背景などを勘案

した援助方法である。その文化的背景を理解す

るためにも、多文化ソーシャルワーカーは常に

関西福祉科学大学紀要第 12号（2008）

─１５４─



異文化に対する繊細さと尊敬をもつ価値観が必

要である。

次に、外国籍住民への支援として大事なこと

は、多様化への理解を深めるとともに、母国そ

れぞれの言葉についてもある程度精通している

ことが望ましい。筆者自身のアメリカでの実践

経験からその大切さを痛感した体験があった。

同じ異文化体験をアメリカで経験できていると

いう共感性はクライアントともつことができた

ものの、クライエントの言葉ができなかったた

めに援助ができなかったケースがある。このこ

とから、他の国の言葉を話す多文化ソーシャル

ワーカーの必要性が今後ますます高まると思わ

れる。

今や日本は他の国と同様、様々な文化的背景

や習慣などをもつ人びとが集まって暮らしてい

る国である。日本の福祉政策も「内向き」にな

らず、より多くの、そして様々な人びとが平等

にアクセスできる政策への転換が必要である。

そのためにも、社会福祉士養成課程における教

育は、常に人びとの福祉ニーズの多様性に対応

できる人材の育成に今後も努力して働きかけ、

教育内容を展開していくことが求められよう。
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